
号

外

八�
令

和

四

年

四

月

一

日

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
総
務
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

学
校
支
援
課)

一

○
岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

特
別
支
援
教
育
課)

三

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
管
理
課)

六

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
体
育
健
康
課
の
項
中｢

学
校
体
育
係｣

の
下
に｢

、
部
活
動
改
革
係｣

を
加
え
る
。

第
三
条
の
表
体
育
健
康
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

部
活
動
改
革
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

( ) 令和４年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
四
月
一
日



岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
の
表
岐
阜
県
立
揖
斐
高
等
学
校
の
項
中｢

揖
斐
川
町
立
坂
内
中
学
校｣

を
削
る
。

第
十
条
中｢

あ
た
つ
て
は｣

を｢

当
た
つ
て
は｣

に
改
め
、｢

保
護
者｣

の
下
に｢(

生
徒
に
対
し
て

親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
を
い
い
、
当
該
生
徒
が
成
年
者
で
あ
つ
て
独
立
の
生
計
を
営
む
も

の
で
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中

｢

科
目｣

の
下
に｢

又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間｣

を
加
え
る
。

第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
中｢

保
護
者
か
ら｣
を｢

保
護
者
と
連
署
の
上
、｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和４年４月１日 ( )２



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
高
等
学
校
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育
課
程
に
つ
い
て

の
改
正
後
の
第
十
三
条
の
三
及
び
第
十
三
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

｢

総
合
的
な
探
究
の
時
間｣

と
あ
る
の
は
、｢

総
合
的
な
学
習
の
時
間｣

と
す
る
。

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中｢

あ
た
つ
て
は｣

を｢

当
た
つ
て
は｣

に
改
め
、｢

保
護
者｣

の
下
に｢(

生
徒
に
対
し
て

親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
を
い
い
、
当
該
生
徒
が
成
年
者
で
あ
つ
て
独
立
の
生
計
を
営
む
も

の
で
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
中｢

科
目｣

の
下
に｢

又
は
総
合
的
な
探
究
の
時
間｣

を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
中

｢

宣
誓
書

(

別
記
第
九
号
様
式)｣

の
下
に

｢

及
び
保
護
者
が
署
名
し
た
誓
約
書

(

別
記
第
九
号
様
式
の
二)｣

を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
八
条
の
二
、
第
三
十
九
条
の
三
第
一

項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
中｢

保
護
者
か
ら｣

を｢

保
護
者
と
連
署
の
上
、｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和４年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和４年４月１日 ( )４



( ) 令和４年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
入
学
し
た
生
徒
に
係
る
教
育

課
程
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
第
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中｢

総
合
的
な
探

究
の
時
間｣
と
あ
る
の
は
、｢

総
合
的
な
学
習
の
時
間｣

と
す
る
。

教
育
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
鍵
情
報
等
管
理
規
程(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

総
務
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長｣

を｢

清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
情
報

シ
ス
テ
ム
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和４年４月１日 ( )６

令
和
四
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


